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令和6年3月期決算における
税務上のポイント
～一層の成長ができる国になるという希望を
取り戻すための税制措置を踏まえて～

エグゼクティブサマリー
今年も3月決算法人の決算期末が近づいてきました。政府は従前から 
「成長と分配の好循環」を掲げて来ました。令和5年度の税制改正大綱 
では、本大綱が、わが国が一層成長できる国になるという希望を取り戻す
ための税制面の羅針盤になることを願っていると述べ、これまで不十分 
だったと言わざるを得ない分野に大胆に資金を巡らせることにより、個人や 
企業、そして地域に眠るポテンシャルを最大限引き出すとのメッセージを
税制において具体化したこと説明されています。
法人課税の分野では、イノベーションの源泉である研究開発投資を 
増加させるための措置が手当てされ、またスタートアップを生み育てる 
エコシステムの強化も実施されています。
このような政策を考慮した新しい制度を確認する一方で、昨年度以前に
改正された事項への対応も引き続き行っていくことになります。
本税務ニュースでは、令和6年3月期に適用される税制改正のうち、主要な 
項目に絞って解説を行います。
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1. 研究開発税制の見直し

民間企業の研究開発投資の増大並びに質の向上を促すべく、研究開発税制について次の見直しが行われています。

（1） 一般試験研究費の額に係る税額控除制度（一般型）
一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、①控除率及び②控除上限の見直しが行われました。

① 控除率
一般試験研究費の税額控除額を算出するための控除率は、当期の試験研究費の額と比較試験研究費の額（当期の
事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の試験研究費の額の合計額をその各事業年度の数で除して 
計算した金額）とを比較して増減試験研究費割合（増減率）を求めた上で、その増減率に対応する形で算定されます。 
この控除率を算出する計算式の見直しが行われ、試験研究費が増加した法人は控除率がより高く、減少した法人は
従前よりも低く算出される結果となりました。また、控除率の下限が2%から1%に引き下げられています。

② 控除上限
試験研究費の税額控除には控除上限があります。税制改正前は当期の法人税額（調整前法人税額）の25%でしたが、 
税制改正により増減試験研究費割合（増減率）に応じた額となりました。増減率が4%を超えると徐々に控除上限が
高くなり、最大30%まで増加します。一方、増減率がマイナス4%よりも低いときは控除上限も低下し、最低20%と 
なります。また、増減率がマイナス4%からプラス4%の間にあるときは改正前と同様に25%です。
なお、売上に対する試験研究費の割合が10%を超える場合は、本改正による控除上限額と、控除上限が最大35%と
なる特例を比較して、いずれか大きくなる方が適用されます。

増減率が12%超 増減率が12%以下

11.5%＋（増減率－12%）×0.375 11.5%－（12%－増減率）×0.25

（※） 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業 
年度に適用

控除税額の
上限の特例
（※）

増減率が4%超の場合 増減率が－4%未満の場合

（増減率－4%）× 
0.625（上限5%）加算

（－増減率－4%） 
×0.625（上限5%）減算

※ 変動型の控除上限は、3年間の時限措置（令和7年度末）

出典：経済産業省「令和5年度（2023年度）経済産業関係 税制改正について」、https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf 
（2024年2月1日アクセス）を一部加工して作成

※ 売上高試験研究費割合が10%超の場合は通常の控除上限（25%）に 
10%まで上乗せ(変動型の控除上限と比較し高い方を適用）(時限措置）
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図表1:控除率と控除上限の改正
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(2) 特別試験研究費(オープンイノベーション型)
一般試験研究費と同様に、さらなるイノベーション促進 
に向けて特別試験研究制度も見直しが行われています。

① 高度研究人材（博士号取得者等）の活用
質の高い研究開発を促進するため、オープンイノベー 
ション型の類型の一つとして「博士号取得者」及び「外部
研究者」（高度研究人材）を雇用した場合に係る一定の
人件費が追加されました。試験研究を行う者の人件費に 
対する高度研究人材の人件費（工業化研究を除く）の 
占める割合が対前年度比で3%以上増加する場合は、 
高度研究人材の人件費の20%を税額控除の対象とする
ことができます。
なお、研究内容が社内外に広く公募されたもの等である 
こと、そして、一定の書類の確定申告書への添付及び 
保存要件もあるため、適用の際は詳細をご確認ください。
② 研究開発型スタートアップ企業の定義見直し
国内の企業とスタートアップとのオープンイノベーション 
を加速させるため、共同研究等の対象となる研究開発型
スタートアップの定義が見直されました。設立15年未満
で売上高研究開発費割合10%以上など、一定の要件を
満たすことを経済産業省に申請して証明を受けた企業
が対象となります。

（3） サービス開発の改正
データを活用して新たな役務を開発するための一定の
費用（サービス開発に係る試験研究費）の定義について
改正が行われています。改正前は、データ収集の要件に 
ついて、サービスの開発を目的としたビッグデータの 
収集であることとされていましたが、改正後はこれに 
加えて、企業が既に保有しているビッグデータを活用する 
ことも認められています。

（4） 組織再編があった場合の調整計算
会社分割等があった場合の比較試験研究費の額及び 
平均売上金額の調整計算の特例について改正があり、 
特例を受けるための認定申請及び届出の手続が廃止 
されました。特例を受けるためには、確定申告書に必要 
事項を記載した書類を添付する方式に変更されています。 
今後はこの特例を受ける事業年度ごとに当該書類を 
添付することが要件となるため、留意が必要です。
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2.オープンイノベーション促進税制の見直し

スタートアップ企業とのオープンイノベーションを促進
するための制度であるオープンイノベーション促進税制
（スタートアップ企業に対する投資金額の25%相当額
を所得控除する制度）について、出資による投資の
「新規取得型」に加えて、発行済株式の取得を通じた
投資である「M&A型」が一定の要件の下で認められる 
ことになりました。

（1） 対象となるスタートアップの株式
M&A型の対象となるスタートアップ企業とは、設立10年 
未満（要件を満たす場合設立15年未満）で、未上場 
または未登録の株式会社（金融商品取引所に上場 
されている株式または店頭売買有価証券登録原簿に 
登録されている株式の発行者である会社以外の会社）
のうち一定の要件を満たす企業をいいます。なお、対象 
となる株式の取得価額は1件当たり5億円以上である 
必要があります。

（2） 所得控除額
当該スタートアップ企業の発行済株式について議決権の 
過半数を取得し、かつ、当該株式について経済産業大臣
の証明を受けた場合には、1件あたり50億円（取得価額 
換算で200億円）を上限として所得金額から控除する 
ことができます。また複数の株式取得がある場合、 
事業年度あたりの所得控除は新規取得型とあわせて 
125億円（取得価額換算で500億円）が上限となります。

（3） 特別勘定への経理要件
所得控除を受けるためには、対象となるスタートアップ 
株式の25%以下の金額を特別勘定の金額として経理 
する必要があります。経理方法は損金経理に限るもの 
ではなく、利益剰余金の処分により目的積立金を積み 
立てる方法も認められます。

（4） スタートアップ企業の成長要件
出資先のスタートアップ企業は株式を取得された時点 
から5年以内に成長要件を満たす必要があります。成長
要件には①売上高成長、②成長投資、③研究開発特化の 
3類型があり、スタートアップ企業の成長段階に応じて 
いずれかを適用することとなります。
当該5年以内に成長要件を達成し、経済産業大臣から 
証明を受けたときは、5年経過時点で株式取得年度に 
所得金額から控除した金額を益金に算入する必要は 
ありません。ただし、新規取得型とは異なり、5年経 
過後に対象取得株式を譲渡したり、議決権の過半数を 
有しないこととなった等の各種取り崩し要件に該当した
場合や任意に特別勘定を取り崩した場合には、要件に 
応じた取り崩し金額またはその取り崩した金額を益金 
算入する必要がありますのでご留意ください。
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出資法人:事業会社
（国内事業会社又はその国内CVC）

資金などの経営資源

革新的な技術・ビジネスモデル

事業成長
（売上高）

成長投資 
（研究開発、設備投資）

※黄色マーカー部分が改正・拡充部分

※:2023年4月1日以降は所得控除上限12.5億円／件、取得額換算50億円／件

5年以内に成長投資・事業成長の
要件を満たさなかった場合等は、
所得控除分を一括取戻し

(M&A時は発行済株式も対象)
株式取得額の25%を所得控除

図表2:オープンイノベーション促進税制の改正

出典：経済産業省「令和5年度（2023年度）経済産業関係 税制改正について」、https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2023/zeisei_k/pdf/zeiseikaisei.pdf 
（2024年2月1日アクセス）を一部加工して作成

出資先:スタートアップ
（設立10年未満の国内外非上場企業）

売上高研究開発費比率10%以上かつ赤字企業の場合設立
15年未満の企業も対象、発行済株式を取得する場合 
（50%超の取得時）は海外スタートアップを除く

従来型 拡充部分

対象株式 新規発行株式 発行済株式 
（50%超の取得時)

所得控除 
上限額 
(取得額換算)

25億円／件※ 
（100億円／件）

50億円／件 
（200億円／件）

年間125億円／社まで 
（年間500億円／社まで）

株式取得 
下限額

大企業1億円／件 
中小企業1千万円／件 5億円／件

株式保有期間

3年間の株式保有 
(令和4年3月31日
までの出資について
は、5年以上)

5年以上

（5） 新規取得型の要件見直し
従来からの「新規取得型」について、その所得控除の上限額が、1件あたり12.5億円（取得価額換算で50億円）に 
改正されました。また複数の株式取得がある場合、所得控除の上限はM&A型と合わせて事業年度あたり125億円 
（取得価額換算で500億円）となります。
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3.特定資産の買換えに係る圧縮記帳の改正

（1） 既成市街地等の内から外への買換えの廃止
特定資産の買換えに係る圧縮記帳について、既成市街地等の内から外への買換えが対象から除かれました。

（2） 長期所有資産の買換え
国内にある土地等、建物等又は構築物（いずれも所有期間が10年を超えるものに限ります。）から国内にある 
土地等、建物等又は構築物への買換えについて、圧縮割合が次のとおり見直されました。
①東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域への本店等の移転を伴う買換えの圧縮割合を

80%から90%に引き上げ
②地域再生法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域への本店等の移転を伴う買換えの圧縮割合を

70%から60%に引き下げ

（3） 令和6年4月1日以後の買換えに係る対応
令和6年4月1日以後に特定資産の買換えに係る圧縮記帳の適用を受ける資産の譲渡をし、同日以後に買換資産の
取得をする場合には、譲渡資産の譲渡日又は買換資産の取得日のいずれか早い日の属する四半期の末日の翌日から 
2月以内に本特例の適用を受ける旨の届出をする制度が導入されています。翌期の買換えに属する制度ですが、 
四半期の単位で届出期限が設定されており、最短で令和6年8月末日に期限が到来するため留意が必要です。

4.スピンオフ税制の見直し

現物分配により完全子法人の株式を移転する株式分配のうち、その現物分配の直後にその法人が有する完全 
子法人の株式の数が発行済株式の総数の20%未満となることなど、一定の要件を満たすものは適格株式分配に 
該当することとされています。なお、本特例を受けるためには、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に 
産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けている必要があります。
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5. 消費税法の改正に伴う法人税の経理処理

インボイス導入後の令和5年10月1日から事業年度末の令和6年3月31日までの間に免税事業者から課税仕入れを 
行った場合、税抜経理を適用する法人は、インボイス制度導入前の仮払消費税等の額に相当する金額を80%相当額
とその残額に区分した上で、80%相当額を仮払消費税等の額とし、残額を対価の額に含めることが原則的な処理と
なります。
一方、このような区分をせず、支払対価の全額を取引対価の額として法人税の所得計算を行うことも認められて 
います。
また、簡易課税制度を適用している法人や、いわゆる2割特例制度適用事業者（インボイス制度を機に免税事業者 
からインボイス発行事業者として課税事業者になった者）については、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10 
（軽減税率の対象となるものは108分の8）を乗じて算出した金額を仮払消費税等の額として経理をした場合、 
その処理も認めることとされています。
これらを一覧にすると次のとおりです。

図表3:税抜経理方式を適用する場合の仮払消費税等の額

簡易課税制度・ 
2割特例制度を 
適用しない場合

簡易課税制度・ 
2割特例制度を
適用する場合

適格請求書等の保存がある課税仕入れ 適格請求書等の記載事項を基礎として計算した金額等

適格請求書等の保存がない課税仕入れ
110分の8（108分の6.4） 110分の5（108分の4）

計上しない

適格請求書等の保存がある課税仕入れ 適格請求書等の記載事項を基礎として計算した金額等

適格請求書等の保存がない課税仕入れ
110分の8（108分の6.4） 110分の5（108分の4）

計上しない

適格請求書等の保存がある課税仕入れ
110分の10（108分の8）

適格請求書等の保存がない課税仕入れ

【特例②】 
（選択適用）

【特例①】 
（選択適用）

令和5年10月1日

（注）1 図中の割合は、支払対価の額に乗ずる割合（括弧書きは、軽減税率の対象となるものの割合）です。
 2 ｢特例①」は簡易課税制度又は2割特例制度を適用する課税期間を含む事業年度が対象になり、「特例②」は経過措置期間に国内において行う課税仕入れが対象になります。

令和8年10月1日 令和11年10月1日

【特例②】 
（選択適用）

出典：国税庁「消費税経理通達関係Q&A」、https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/pdf/r0512/all.pdf（2024年2月1日アクセス）を一部加工して作成

詳しくは、「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」等の一部改正について（法令解釈通達）（令和5年
12月27日）、消費税経理通達関係Q&A（令和3年2月）（令和5年12月改訂）（令和5年12月27日）をご確認下さい。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/pdf/r0512/all.pdf
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本ニュースレターに関するご質問・ご意見
等がございましたら、弊社の担当者又は 
下記宛先までお問い合わせください。

EY税理士法人
Brand, Marketing and Communications 
tax.marketing@jp.ey.com

EY  |  Building a better working world
EYは、「Building a better working world ～より良い社会の構築を目指して」
をパーパス（存在意義）としています。クライアント、人々、そして社会のために
長期的価値を創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。
150カ国以上に展開するEYのチームは、データとテクノロジーの実現により 
信頼を提供し、クライアントの成長、変革および事業を支援します。
アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およびトランザク
ションの全サービスを通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れた課題提起
（better question）をすることで、新たな解決策を導きます。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバルネットワークであり、単体、 
もしくは複数のメンバーファームを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・ 
アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供して 
いません。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の 
主体が有する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の 
法令により禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、
ey.comをご覧ください。

EY税理士法人について
EY税理士法人は、EYメンバーファームです。税務コンプライアンス、クロスボーダー取引、M&A、 
組織再編や移転価格などにおける豊富な実績を持つ税務の専門家集団です。グローバルネットワークを 
駆使して、各国税務機関や規則改正の最新動向を把握し、変化する企業のビジネスニーズに合わせて 
税務の最適化と税務リスクの低減を支援することで、より良い社会の構築に貢献します。詳しくは
ey.com/ja_jp/people/ey-taxをご覧ください。
©2024 Ernst & Young Tax Co.  All Rights Reserved.
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メールマガジンのお知らせと登録方法
弊法人では、上記ニュースレター、専門雑誌への寄稿記事及び海外の税制動向を定期的にメールマガジンにて配信して
おります。
メールマガジン配信サービスのお申し込みをご希望される方は、以下をご参照ください。
1. https://www.ey.com/ja_jp/connect-with-us/newsletterを開きます。
2. 「メールマガジンの新規登録について」に従い、メールマガジン登録ページよりご登録ください。
* なお、本メールマガジン登録に際しては、「個人情報の取扱い」についてご同意いただく必要がございます。

Youtube: @EYJapan
Facebook: EYJapanOfficial
X Twitter: @Japan_EY

https://www.ey.com/ja_jp/connect-with-us/newsletter
https://www.youtube.com/@eyjapan
https://www.facebook.com/EYJapanOfficial/
https://twitter.com/Japan_EY



